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平成 22 年 2 月 5 日、平成 22 年第 1 回臨時

会が福井県自治会館多目的ホール（議場）

に招集されたので、会議を開いた。 

 

○議事日程 

 
日程１ 会議録署名議員の指名について 
 
日程２ 会期の決定について 
 
日程３ 第 1 号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合後期高齢
者医療に関する条例
の一部改正について 

 

○出席議員（19人） 

１番 高野 新一君 ４番 中村 清一君 

７番 松本 孝雄君 ８番 山﨑 文男君

９番 玉邑 哲雄君 11番 福田 修治君 

12番 森田  稔君 13番 梅木 隆治君

14番 村 春男君 15番 砂子 三郎君 

16番 村田與右ヱ門君 17番 石川 道広君 

18番 松山 俊弘君 19番 田辺 義輝君 

20番 山川  豊君 21番 畑野麻美子君 

22番 酒井 英夫君 23番 坂本伊三栄君 

 

○欠席議員（５人） 

２番 三国 房雄君 ３番 清水 正信君  

５番 濱田 守好君 ６番 浜田 勝美君  

10番 川崎 悟司君 

 

○事務局出席職員 

事務局長   竹 内 利 寿 

事務局次長  森 川 亮 一 

業務課長   八十島 孝 彦 

会計管理者  清 水 啓 司 

業務課長補佐 山 岸 健 

係  長   長谷川 正 広 

係  長   中 村 弘 和 

係  長   村 松 克 紀 

 

○説明のため出席した者 

広域連合長  東 村 新 一 君 

 副広域連合長 杉 本 博 文 君 

副広域連合長 牧 野 百 男 君 

 

 

○議長（松山俊弘君） 平 成 ２ ２ 年 第 １

回 福 井 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議

会 臨 時 会 は 、 本 日 招 集 さ れ 、 出 席 議

員 が 定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、

議 会 は 成 立 い た し ま し た 。  

 よって、これより開会し、本日の会議

を開きます。 

 なお、本日の欠席通告議員は、 
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 ２ 番  三 国 房 雄 君 、 ３ 番  清 水 正 信

君 、 ５ 番  濱 田 守 好 君 、 ６ 番  浜 田 勝

美 君 、 １ ０ 番 川 崎 悟 司 君 の ５ 名 で あ

り ま す 。  

 ここで、広域連合長より発言を求めら

れておりますので、許可いたします。 

 連合長。 

（広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） 本日ここに、

平 成 ２ ２ 年 第 １ 回 福 井 県 後 期 高 齢 者

医 療 広 域 連 合 議 会 臨 時 会 を 招集いた

しましたところ、議員各位におかれまして

は、御参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さ て 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に つ き

ま し て は 、 昨 年 １ ０ 月 に 長 妻 昭 厚 生

労 働 大 臣 が 、 本 制 度 を 廃 止 し て 、 新

た な 制 度 に 移 行 す る こ と を 表 明 し 、

昨 年 １ １ 月 ３ ０ 日 に は 、 高 齢 者 医 療

制 度 改 革 会 議 が 設 置 さ れ 、 制 度 の 具

体 的 な あ り 方 に つ い て 検 討 が 始 め ら

れ た と こ ろ で あ り ま す 。改 革 会 議 は 、

こ れ ま で ２ 回 開 催 さ れ 、 国 に お き ま

し て は 、 今 後 も 毎 月 １ 回 の ペ ー ス で

検 討 を 行 い 、 本 年 夏 の 中 間 取 り ま と

め 、 １ ０ 月 末 の 最 終 取 り ま と め を 経

て 、 来 年 １ 月 の 通 常 国 会 に 関 連 法 案

を 提 出 し 、２ 年 間 の 準 備 期 間 を 経 て 、

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 か ら 新 た な 制 度 を 始

め る こ と と し て お り ま す 。  

 こ の よ う に 、 新 た な 制 度 の 構 築 に

向 け た 動 き が 本 格 し て き た わ け で あ

り ま す が 、 新 た な 制 度 に つ き ま し て

は 、 何 よ り も 被 保 険 者 の 方 々 は も と

よ り 、 広 域 連 合 や 市 区 町 村 な ど 現 場

の 声 を 十 分 に 反 映 し た も の で あ る こ

と が 最 も 重 要 で あ る と 考 え て お り 、

今 後 は 全 国 の 広 域 連 合 と の 連 携 を 一

層 強 化 し な が ら 、 本 県 の 声 を 国 に 届

け て ま い る 所 存 で あ り ま す 。  

 一 方 、 こ の よ う に 将 来 の 制 度 設 計

が 議 論 さ れ る 中 で 、 制 度 運 営 の 現 実

の 課 題 と い た し ま し て 、 平 成 ２ ２ 年

度 及 び ２ ３ 年 度 に 適 用 す る 保 険 料 率

の 見 直 し 作 業 が 、 現 在 、 全 国 の 広 域

連 合 で 進 め ら れ て い る と こ ろ で ご ざ

い ま す 。  

こ の 保 険 料 率 の 見 直 し に つ き ま し

て は 、 国 は 現 行 制 度 を 廃 止 す る ま で

の 間 、 可 能 な 限 り 保 険 料 の 増 加 を 抑

制 す る こ と が 必 要 で あ る と の 方 針 の

も と 、 平 成 ２ ０ 年 度 及 び ２ １ 年 度 の

保 険 料 剰 余 金 の 活 用 に 加 え 、 都 道 府

県 が 積 み 立 て て い る 財 政 安 定 化 基 金

も 活 用 し た 抑 制 策 を 全 国 の 広 域 連 合

に 求 め て き た と こ ろ で あ り 、 当 広 域

連 合 と い た し ま し て も 、 被 保 険 者 の

皆 様 の 保 険 料 負 担 の 軽 減 を 図 る と い

う 観 点 か ら 、 こ れ ま で さ ま ざ ま な 試

算 を 重 ね な が ら 、 検 討 を 進 め て き た

と こ ろ で ご ざ い ま す 。  
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○広域連合長（東村新一君） た だ い ま

上 程 さ れ ま し た 第 １ 号 議 案 「 福 井 県

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者

医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 」 に つ

き ま し て 、 提案理由の説明を申し上げま

す。 

本 日 は 、 こ れ ま で 検 討 を 重 ね て ま

い り ま し た 平 成 ２ ２ 年 度 及 び ２ ３ 年

度 に 適 用 い た し ま す 保 険 料 率 に つ き

ま し て 、 提 案 さ せ て い た だ い て お り

ま す の で 、 御 審 議 の ほ ど 、 よ ろ し く

お 願 い を 申 し 上 げ ま す 。  

 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 保 険 料 率 に

つ き ま し て は 、 高 齢 者 の 医 療 の 確 保

に 関 す る 法 律 の 規 定 よ り 、 ２ 年 ご と

に 見 直 す こ と に な っ て い る こ と か ら 、

平 成 ２ ２ 年 度 及 び ２ ３ 年 度 に 適 用 す

る 保 険 料 率 を 定 め る た め 、 本 条 例 を

改 正 す る も の で あ り ま す 。  

○議長（松山俊弘君） 本日の議事日程

は、お手元に配付いたしました議事日程

表のとおりと定め、直ちに議事に入りま

す。 

○議長（松山俊弘君） 日程１ 「会議

録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７４条

の規定により、 

１ ６ 番  村 田 與 右 ヱ 門 君 、 １ ９ 番  田

辺 義 輝 君 を指名いたします。 

 現 在 の 保 険 料 率 に つ き ま し て は 、

均 等 割 額 が 年 額 ４ 万 ３ ,７ ０ ０ 円 、所

得 割 率 が 所 得 の ７ .９ ０ ％ と な っ て

お り ま す が 、 平 成 ２ ２ 年 度 及 び ２ ３

年 度 に 適 用 す る 保 険 料 率 を 、 そ の 間

の 被 保 険 者 数 の 伸 び や 、 療 養 給 付 費

等 の 伸 び 、 さ ら に 診 療 報 酬 の 改 定 率

な ど を 加 味 し た 上 で 試 算 し た と こ ろ 、

何 の 抑 制 策 も 講 じ な け れ ば 、 均 等 割

額 は 年 額 ４ 万 ４ ,７ ０ ０ 円 と １ ,０ ０

０ 円 の 引 き 上 げ 、ま た 所 得 割 率 は ８ .

７ ６ ％ と ０ .８ ６ ポ イ ン ト の 引 上 げ

が 必 要 と い う 結 果 が 得 ら れ た と こ ろ

で ご ざ い ま す 。  

 次に、日程２ 「会期の決定について｣

を議題といたします。お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日１日限りとした

いと存じますが、これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松山俊弘君） 御異議なしと認

めます。よって、そのように決定いたし

ました。 

次に、日 程 ３  第 １ 号 議 案 「 後 期

高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

に つ い て 」 を 議 題 と い た し ま す 。  

 提出者の提案理由の説明を求めます。 
 し か し な が ら 、 当 広 域 連 合 と い た

し ま し て は 、 国 か ら 保 険 料 を で き る

だ け 抑 制 す る よ う 要 請 を 受 け て い る
 連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

 －3－



 今 回 、 １ １ 万 近 く の 高 齢 者 の 中 の

悪 質 な 人 ８ 人 と い う こ と で し た け れ

ど も 、 そ う い う 人 た ち は 、 ほ ん と う

に さ み し い な っ て 、 私 は そ う 思 い ま

す 。 決 し て 、 そ の 人 た ち の た め に 、

自 分 が 損 を し た と は 考 え ま せ ん 。  

こ と 、 他 の 都 道 府 県 に お い て も 抑 制

す る 方 向 で 検 討 し て い る こ と 、 そ し

て 何 よ り も 、 被 保 険 者 の 皆 様 の 保 険

料 負 担 を 軽 減 す る と い う こ と を 勘 案

し て 、 平 成 ２ ０ 年 度 及 び ２ １ 年 度 に

お け る 保 険 料 剰 余 金 を 活 用 す る こ と

に よ り 、 保 険 料 率 を 現 行 の ま ま 据 え

置 く こ と と し 、 本 日 こ こ に 提 案 さ せ

て い た だ い た と こ ろ で ご ざ い ま す 。   

 さ て 、今 回 限 り と い う こ と で す が 、

資 格 証 明 書 の 交 付 を 見 送 っ た こ と は 、

評 価 で き る も の と 思 い ま す 。 今 回 の

保 険 料 に つ い て も 、 県 民 か ら 不 安 の

声 が た く さ ん あ り ま し た 。 年 を 重 ね

る ご と に 、 負 担 と 不 安 が 増 え て い く

の で は 、安 心 し て 老 後 が 送 れ ま せ ん 。

今 回 の 保 険 料 据 置 き は 、 ま さ に 命 を

大 切 に す る 方 針 と 言 え る も の で 、 評

価 し た い と 思 い ま す 。  

 何とぞ十分なる御審議の上、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（松山俊弘君） 以上で、提案理

由の説明は終わりました。 

 質疑の通告はありませんでしたので、

質疑を終結いたします。 

ただ今から討論に入ります。２１番 

畑野麻美子君から討論の通告がありま

したので、許可いたします。２１番 畑

野麻美子君。 

 さ ら に 、 今 後 も 保 険 料 据 置 き に な

る よ う 求 め 、 賛 成 討 論 と し ま す 。  

○議長（松山俊弘君） 以上で討論を終

結します。 

 それでは、採決したいと存じますが、

これに御異議ございませんか。 

（畑野麻美子君 登壇） 

○畑野麻美子君 ２１番、畑野麻美子です。

第 １ 号 議 案 「 福 井 県 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条

例 の 一 部 改 正 」 に つ い て 、 賛 成 の 立

場 で 討 論 し ま す 。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（松山俊弘君） 御異議なしと認

めます。それでは、採決いたします。 

 第１号議案は、原案のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

私 も 後 期 高 齢 者 で は あ り ま せ ん け

れ ど も 、 ま じ め に 保 険 料 を 払 っ て い

ま す 。 し か し 、 悪 質 な 意 味 で 払 わ な

い 人 が い る か ら 、 そ れ を ま ね し よ う

と は 思 い ま せ ん 。  

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（松山俊弘君） 御異議なしと認

めます。 
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 よって、そのように決しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は、

すべて終了いたしました。 

 ただいま、広域連合長より発言の申し

出がありますので、これを許可いたしま

す。 

連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） 平成２２年

第１回福井県後期高齢者医療広域連合

議会臨時会の閉会に当たり、一言御礼を

申し上げます。 

 議員各位には、長時間にわたり提案さ

せていただきました議案につきまして、

慎重なる御審議をいただき、本日ここに

妥当なる御議決を賜りましたことに、心

から厚く御礼申し上げます。 

 今 後 と も 、 被 保 険 者 の 方 々 を は じ

め と し て 、 県 民 の 皆 様 の 一 層 の 御 理

解 を 得 な が ら 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

の 円 滑 な 運 営 に 努 め て ま い る 所 存 で

ご ざ い ま す の で 、 議 員 各 位 に お か れ

ま し て は 、 より一層の御指導、御鞭撻

を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げ、簡単ではございますが、閉会に当た

っての御挨拶といたします。本日は、あ

りがとうございました。 

○議長（松山俊弘君） 以上で会議を閉

じます。 

 これをもちまして、平 成 ２ ２ 年 第 １

回 福 井 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議

会 臨 時 会 を 閉 会 と い た し ま す 。  

 大変御苦労様でした。 

 

 

午後３時１４分閉会 
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